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衆
議
院
議
員
平
賀
高
成
君
提
出
タ
ク
シ
ー
行
政
の
改
善
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
四
六
第
二
一
号 

平
成
十
二
年
一
月
十
四
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一
の
（
二
）
に
つ
い
て 

一
の
（
一
）
に
つ
い
て 

賃
金
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
本
来
、
労
使
の
自
主
的
な
話
合
い
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、

労
働
基
準
監
督
機
関
に
お
い
て
は
、
タ
ク
シ
ー
運
転
者
な
ど
の
自
動
車
運
転
者
に
つ
い
て
歩
合
給
制
度
を
採
用
し
て
い
る
場

合
に
は
、
通
常
の
賃
金
の
六
割
以
上
の
保
障
給
を
定
め
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
歩
合
給
制
度
の
う
ち
極
端
に
走
行
意
欲
を
刺
激

す
る
こ
と
と
な
る
累
進
歩
合
制
度
に
つ
い
て
は
、
廃
止
す
る
こ
と
を
指
導
し
て
い
る
。
今
後
と
も
、
政
府
と
し
て
は
、
タ
ク

シ
ー
運
転
者
の
労
働
条
件
の
改
善
を
図
る
た
め
、
的
確
な
監
督
指
導
を
実
施
し
て
ま
い
り
た
い
。 

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
使
用
者
は
休
憩
時
間
を
除
き
週
四
十

時
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
労
使
間
で
協
定
を
締
結
し
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長

に
届
け
出
た
場
合
に
お
い
て
は
、
届
け
出
た
限
度
に
お
い
て
労
働
時
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。 

し
た
が
っ
て
、
当
該
協
定
が
締
結
さ
れ
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
さ
れ
た
と
き
に
は
、
労
働
時
間
が
週
四
十

時
間
を
超
え
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
直
ち
に
違
法
な
状
態
と
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
、
政
府
と
し
て
は
、
タ
ク
シ
ー

衆
議
院
議
員
平
賀
高
成
君
提
出
タ
ク
シ
ー
行
政
の
改
善
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

 



 

二
の
（
三
）
に
つ
い
て 

二
の
（
二
）
に
つ
い
て 

二
の
（
一
）
に
つ
い
て 

運
転
者
の
労
働
時
間
の
改
善
を
図
る
た
め
、
「
自
動
車
運
転
者
の
労
働
時
間
等
の
改
善
の
た
め
の
基
準
」
（
平
成
元
年
労
働 

 
省
告
示
第
七
号
）
の
ほ
か
労
働
基
準
関
係
法
令
の
遵
守
の
徹
底
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
業
界
団
体
に

対
す
る
指
導
及
び
個
別
事
業
者
に
対
す
る
監
督
指
導
を
実
施
し
て
ま
い
り
た
い
。 

平
成
九
年
三
月
の
政
府
の
規
制
緩
和
推
進
計
画
（
以
下
「
再
改
定
計
画
」
と
い
う
。
）
を
踏
ま
え
、
運
輸
省
は
、
「
需
給 

 
 

 

調
整
の
運
用
の
緩
和
そ
の
他
タ
ク
シ
ー
事
業
に
係
る
当
面
の
規
制
緩
和
措
置
に
つ
い
て
」
（
平
成
九
年
自
旅
第
九
号
自
動
車 

交
通
局
長
通
達
）
に
基
づ
き
、
平
成
九
年
度
分
及
び
平
成
十
年
度
分
に
増
車
を
認
め
た
が
、
平
成
十
一
年
度
分
に
つ
い
て 

 

は
、
ほ
ぼ
全
国
的
に
タ
ク
シ
ー
輸
送
の
需
要
が
落
ち
込
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
同
通
達
に
基
づ
く
需
給
調
整
の
判
断
に
従
っ
た

増
車
の
基
準
が
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
増
車
を
ほ
と
ん
ど
認
め
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

御
指
摘
の
平
成
九
年
度
分
及
び
平
成
十
年
度
分
の
タ
ク
シ
ー
の
増
車
に
つ
い
て
は
、
再
改
定
計
画
を
踏
ま
え
、
道
路
運
送

法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
六
条
の
基
準
に
従
っ
て
適
切
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 二 

 



 

四
の
（
一
）
及
び
（
二
）
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

ま
た
、
同
規
定
に
違
反
し
て
い
る
事
業
者
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
道
路
運
送
法
第
四
十
条
に
規
定
す
る
行
政
処
分
を
行
う

こ
と
も
含
め
適
切
に
対
処
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

い
わ
ゆ
る
ア
ル
バ
イ
ト
運
転
者
の
選
任
状
況
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
事
業
者
に
対
す
る
監
査
の
際
に
、
旅
客

自
動
車
運
送
事
業
等
運
輸
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
運
輸
省
令
第
四
十
四
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
運
転

者
の
選
任
が
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
調
査
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

タ
ク
シ
ー
事
業
に
対
す
る
平
成
十
年
の
臨
検
に
よ
る
監
督
件
数
が
平
成
元
年
と
比
較
し
て
減
少
し
て
い
る
の
は
、
近
年
、

週
四
十
時
間
労
働
制
の
実
施
に
向
け
た
労
働
時
間
制
度
の
改
善
・
定
着
を
図
る
た
め
、
全
業
種
に
対
す
る
幅
広
い
監
督
指
導

タ
ク
シ
ー
の
供
給
が
過
剰
と
な
っ
た
場
合
に
お
け
る
過
剰
状
態
の
解
消
に
つ
い
て
は
、
各
事
業
者
の
自
主
的
な
経
営
判
断

に
よ
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。 

労
働
基
準
監
督
機
関
に
お
け
る
監
督
指
導
に
つ
い
て
は
、
労
働
災
害
の
防
止
、
労
働
時
間
の
短
縮
等
そ
の
時
々
の
課
題
に

応
じ
て
効
果
的
か
つ
重
点
的
に
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

三 

 



 

四
の
（
三
）
に
つ
い
て 

労
働
基
準
監
督
機
関
で
は
、
労
働
条
件
の
引
下
げ
を
就
業
規
則
の
変
更
に
よ
っ
て
行
う
場
合
に
は
当
該
変
更
に
よ
っ
て
労

働
者
が
被
る
不
利
益
の
程
度
、
当
該
変
更
の
必
要
性
等
に
照
ら
し
当
該
変
更
の
内
容
が
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
す
る
判
例
等
の
考
え
方
を
労
使
双
方
に
周
知
し
て
い
る
。 

政
府
と
し
て
は
、
タ
ク
シ
ー
事
業
者
に
対
し
、
今
後
と
も
労
働
時
間
等
の
労
働
条
件
の
改
善
に
つ
き
重
点
的
に
監
督
指
導

を
行
う
と
と
も
に
、
監
督
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
厳
し
い
行
財
政
事
情
を
踏
ま
え
な
が
ら
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う

努
力
し
て
ま
い
り
た
い
。 

ま
た
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
労
働
条
件
に
つ
い
て
の
労
働
者
と
使
用
者
と
の
間
の
紛
争
に
関
し
、
当
該
紛
争
の

当
事
者
の
双
方
又
は
一
方
か
ら
そ
の
解
決
に
つ
き
援
助
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
当
事
者
に
対
し
、
必
要
な
助
言
又

は
指
導
を
行
っ
て
い
る
。 

等
の
実
施
に
重
点
を
置
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
不
当
労
働
行
為
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
労
働
組
合
等
か
ら
の
救
済
の
申
立
て
に
よ
り
、
労
働
委
員
会
が
命
令

ま
た
、
労
働
基
準
関
係
法
令
違
反
の
事
業
者
に
対
し
て
は
厳
正
に
対
処
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。 

四 

 



 

 

五 

を
発
す
る
等
適
切
に
対
処
し
て
い
る
。 


